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序．はじめに 

 

 隠岐の島町（以下、「本町」という。）は、本事業について民間の資金、経営能力及び技

術的能力の活用により、公共サービスの向上及び財政資金の効率的、効果的な活用を図る

ため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（以下、「PFI 法」

という。）に基づく事業（以下、「PFI 事業」という。）として実施することを検討してい

る。 

 本実施方針案は、今後公表する予定の実施方針の策定にあたり、民間事業者等との意見

交換を事前に図るためのものである。 

 想定している事業スキームは、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲スキーム図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲建設費のイメージ  
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１．特定事業の選定に関する事項 

（１） 事業内容に関する事項 

１） 事業名称 

 大社エリア交流・民間商業施設運営等事業（以下、「本事業」という。） 

 

２） 公共施設管理者の名称 

 隠岐の島町長 池田高世偉 

 

３） 本事業の目的 

本町は、西郷港周辺地区について次世代を含めた「人づくり」を標榜とし、まちづく

りの計画づくりや実践に、町民・地域企業をはじめとした多様な方々が参画しやすい素

地を設けることとしている。平成 30年度から誰もが参加できる意見交換の場「まちづ

くり談義」を設けるなど、住民参加型のまちづくりを進め、「まちのにぎわい」と「防

災」の視点から各種計画を推進するための骨子となる「西郷港玄関口まちづくり構想」

を策定した。また、この構想を具体的な計画に落とし込むため、構想の作成段階に引き

続き、「まちづくり談義」を開催し、令和 2年度に「西郷港玄関口まちづくり計画」を

策定した。この構想及び計画を通じて、地域経済社会の発展・活性化に寄与することを

目的とする。 

本町は、同構想・計画の実現に向けて官民連携による多様な施設整備及び運営に取り

組もうとしているところである。 

具体的には、商業機能と交流機能を担う公共施設を先行して整備し、官民連携により

地域の人々が活躍する場となる施設運営を実施することを目指すものである。 

  

４） 本事業の内容 

①本事業の事業方式 

 ア）大社エリア交流・民間商業施設（（以下、「本施設」という。）のうち、民間商業施設（（以

下、「運営権設定施設」という。）について、PFI 法に基づく公共施設等運営権（（以下、

「運営権」という。）を設定する。 

イ）運営権設定施設の運営業務について、PFI 法に基づく公共施設等運営権方式により、

公共施設等運営権実施契約を締結する。 

 ウ）本施設全体の維持管理・保全業務について、業務委託契約（（公共施設等運営権実施契

約に付帯する契約とし、公共施設等運営権実施契約と業務委託契約を合わせて「実施

契約等」という。）を締結する。 

②本事業の事業期間 

  本事業の事業期間は、本町と事業者が実施契約等を締結した日から 20年間とする。 
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③本事業の業務内容と業務対象施設 

ア）業務内容 

 本事業の業務内容は、以下のとおりである。 

・運営業務 

・維持管理・保全業務 

・EOI業務 

・交流施設との連携による新たな住民サービスの提供（以下、「連携業務」という。）（事

業者の提案による） 

・西郷港周辺地区の賑わい形成に資する業務（以下、「賑わい業務」という。）（事業者の

提案による） 

 

イ）業務対象施設 

ア）に示した運営業務、維持管理・保全業務、EOI 業務の業務対象施設は、次表のとおり

である。 

 

 表 運営業務、維持管理・保全業務、EOI業務の業務内容と業務対象施設の対照表 

業務内容 

業務対象施設※１ 

民間商

業施設 

交流施

設 

共用部 
敷地 

運営業

務 

運営に関する業務 

（維持管理・保全業務を含む） 
〇 － △※2 □※3 

利用者の管理及び利用料金の収受に

関する業務 
〇 － － □ 

利用促進に関する業務 〇 － － □ 

維持管

理・保

全業務 

建築躯体等に係る日常点検、定期点検

及び保守業務 
〇 〇 〇 － 

建築設備に係る日常点検、定期点検及

び保守業務 

 
〇 △ － 

工作物・外構に係る日常点検、定期点

検及び保守業務 

 
〇 △ 〇 

清掃業務  〇 △ 〇 

執務環境測定等業務  〇 △ － 

警備業務  〇 △ 〇 

EOI 業

務 

建築設計受託者への提案等に関する

業務 
〇 － △ － 

※１ 業務対象施設の範囲は４（１）に図示する。 
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※２ △は、共用部の一部を対象とすることを示している。運営業務では民間商業施設の

相当分を、維持管理・保全業務では交流施設の相当分をそれぞれ対象とする。それぞれ

の相当分は、床面積による按分とする。 

※３ □は、運営業務の対象範囲として必須ではないが、事業者の提案により屋外空間を

使用することは可能であることを示している。その内容は、本事業の目的に適合するも

のとすること。 

 

５） 事業者の収入等 

 事業者は、運営権設定施設において第三者が商品等を販売する等により施設を利用す

る場合等における利用料金の額を定めるものとし、利用料金を収受し収入とすることが

できる。また、事業者は運営権設定施設において、直接販売物を販売し、収入とするこ

とができる。このほか、業務委託契約による委託料を収受する。 

 

６） 運営権対価 

運営権対価の支払いを求める。 

  支払は一括払いとする。 

 

７）第三者の一定期間利用 

  事業者は、運営権設定施設について、施設利用契約を締結することにより、本事業の

終了時を期限として第三者に利用させることができる。 

利用者の利用方法が本事業の目的に適合しないと認められる場合、事業者は施設利用

契約を解除することができる。 

 

８）任意業務の実施について 

 事業者は、西郷港周辺地区の賑わい形成に資する目的で、自らの提案に基づく業務

（任意業務）を、自らの責任及び費用負担で実施できるものとする。 

  

９）終了時の取り扱い 

①運営権 

 本事業の終了日に、事業者に設定されている運営権は消滅する。 

②運営権設定施設 

 事業者は、事業期間終了時に、本町又は本町の指定する第三者に運営権設定施設を引

き渡さなければならない。 

③事業者の保有資産等 

  運営権設定施設における事業実施のために事業者が保有する資産等は、すべて事業者

の責任及び費用負担により処分する。 

但し、本町又は本町の指定する第三者は、本事業の実施のために事業者の保有する資産
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のうち必要と認めたものを時価にて買い取ることができる。 

 ④業務の引継ぎ 

  事業者は、運営業務及び維持管理・保全業務等について事業期間終了前に自らの責任と

費用負担により、本事業に係る業務が円滑に本町又は本町が指定する第三者に引き継が

れるよう、十分な準備期間を確保し、業務引継ぎを適切に行うこととする。 

 

なお、前頁の①～④について、次期事業を同一事業者が実施する場合はこの限りではない。 

 

 10）運営権設定施設における更新工事等の取り扱い 

 ①事業者による建築設備の更新工事 

  事業者は、運営権設定施設の建築設備について本町より事前の承認を得たうえで、自ら

の責任及び費用負担により、更新工事を行うことができる。 

  更新工事により更新された建築設備は、更新工事完成後に本町の所有物となり、運営権

の効果が及ぶものとする。 

②本町による更新工事 

  本町は、必要と判断したときは、運営権設定施設の更新工事を行うことがある。この際、

事業者と協議のうえで更新工事を行う。 

 ③事業者の保有資産等 

  事業者は、本事業の実施のために保有する資産等について、原則として自らの判断で新

規投資、改修、更新投資を行うことができる。 

 

 11）関連法令等 

  本事業の実施にあたっては、関連する法令、条例、規則及び要綱等を遵守するとともに、

各種基準及び指針等についても、本事業の要求水準と照らし合わせて適宜参考とするも

のとする。 

  適用法令及び適用基準は、各業務の開始時点における最新のものを採用すること。 

 

（２） 特定事業の選定に関する事項 

 １）特定事業の選定基準 

  本町は、PFI 法に基づく公共施設等運営事業として実施することで、公共サービス水

準の向上が期待できる場合に、運営権設定施設の運営事業を特定事業に選定する。 

 

 ２）選定結果の公表 

  運営事業を特定事業として選定した場合には、その判断の結果を評価内容と併せ、速や

かに公表する。なお、運営事業の実施可能性についての評価の結果等に基づき、特定事業

の選定を行わないこととした場合にあっても、同様に公表する。 
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２．事業者の選定に関する事項 

（１）事業者の募集及び選定の方法 

 １）基本的な考え方 

  本事業は、「西郷港玄関口まちづくり構想」及び「西郷港玄関口まちづくり計画」に

基づき実施するものである。同構想・計画に基づき、対象施設では次世代を含めた「人

づくり」を標榜としたまちづくりの計画づくりや実践を進め、町民や地域企業が活躍す

る場を創出することを目指している。 

  事業者選定にあたっては、地域経済社会の発展と活性化に貢献できる事業者を選定

し、町民や地域企業が活躍する環境を提供していきたいと考えている。 

 

 ２）選定の方式 

本町が本事業を特定事業として選定した場合は、公募型プロポーザル方式により事業

者の募集及び選定を行う。 

募集方法の詳細については、公募型プロポーザル募集要項に示す。 

 

 ３）審査の方法 

  提案の審査は、応募者から本事業に係る具体的な業務の実施方法や実施体制、事業内

容、運営権対価の額等について提案を受け、本町が設置する大社エリア交流・民間商業

施設等運営事業に係る提案審査委員会（以下、「提案審査委員会」）において評価し、そ

の結果をもとに優先交渉権者を決定する。審査にあたっては、町民や地域企業が活躍す

る場の提供に資する事業者を選定し、地域経済社会の発展・活性化に寄与することを目

指す本事業の目的の達成に向けて地域性を評価する審査基準を設ける。（例：域内調達

率） 

  なお、審査基準等については今後示す。 

 

 ４）事業者を選定しない場合 

  事業者を選定する過程において、本事業を PFI 法に基づく公共施設等運営事業として

実施することが適当でないと判断された場合には、特定事業の選定を取りやめることと

し、その旨を速やかに公表する。 
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（２）事業者の選定の手順 

  事業者の選定は、次の手順及びスケジュールで行うことを予定している。 

日  程 内  容 

令和 6年 7月 12 日（金） 実施方針案の公表 

令和 6年 7月 26 日（金） 実施方針案の説明会 

令和 6年 7月 12 日（金） 

～8月 9日（金） 

実施方針案の質問 

令和 6年 9月中旬 実施方針条例の制定 

令和 6年 9月下旬～10月上旬 実施方針の質問回答 

令和 6年 10 月中旬 特定事業の選定、公募型プロポーザル募集要項公表 

令和 6年 10 月～11 月 事業関連資料提示、説明会・質問回答 

令和 6年 11 月中旬 参加表明 

令和 6年 11 月～ 競争的対話（提案内容・補足資料） 

令和 7年 2月中旬 提案書提出締切 

令和 7年 2月下旬 事業者ヒアリング 

令和 7年 3月上旬 選定委員会、優先交渉権者の決定 

令和 7年 3月下旬 基本協定締結 

令和 7年 5月上旬 EOI 協定締結、EOI 業務開始 

令和 9年 3月中旬予定 運営権設定 

令和 9年 3月下旬予定 実施契約等締結 

 

（３）応募者の資格等 

１）応募者の形態 

①応募者は、単独の応募法人又は応募法人グループとする。 

②応募法人グループにより応募する場合、構成法人のなかから代表法人を定めるものと

する。また、参加表明書の提出時に代表法人名を明記し、代表法人が応募手続きを行

わなければならない。また、参加表明書において応募法人グループの構成法人及び協

力法人の法人名と、それぞれが携わる業務を明記することとする。 

③応募法人又は応募法人グループの構成法人及び協力法人、並びにこれらの者と資本面

若しくは人事面において関連がある者は、他の応募法人又は応募法人グループの構成

法人及び協力法人として参加できないものとする。ここでいう「資本面若しくは人事

面において関連があるもの」とは次のいずれかとする。 

 

（ア）資本関係 

次のいずれかに該当する二者の場合をいう。ただし、会社の一方が会社更生法（平

成１４年１２月法律第１５４号）第２条第７項に規定する更正会社又は民事再生法

（平成１１年１２月法律第２２５号）第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会

社である場合は除く。 



8 

・会社法（平成１７年７月法律第８６号）第２条第４号及び同法施行規則（平成１８

年２月法務省令第１２号）第３条の規定による親会社と同法第２条第３号及び同法

施行規則第３条の規定による子会社の関係にある場合 

・親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

 

（イ）人的関係 

次のいずれかに該当する二者の場合をいう。 

・一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

・一方の会社の役員が、他方の会社において、会社更生法第６７条第１項又は民事再

生法第６４条第２項の規定により選任された管財人（以下、「管財人」という。）を

現に兼ねている場合 

・一方の会社の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。 

 

２）参加資格 

応募法人、構成法人及び協力法人のいずれも、少なくとも以下の①～⑧の全ての要件

を満たしていることを要する。 

詳細については、今後、募集要項等において示す。 

①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定（当該入札に係

る契約を締結する能力を有しない者、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない

者、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号））に

該当しない者であること。 

②暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２項に規定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成

員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制

の下にある団体でないこと。 

③会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続き開始の申

立てがなされていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規

定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法

に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定

を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、更

生手続開始又は再生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 

④提案審査委員会の委員が属する法人、又はその法人と資本面若しくは人事面において

関連しない者であること。 

⑤財務状況が著しく不健全であると認められない者であること。 

⑥国税、県税、市町村税を滞納していない者であること。 

⑦国、島根県及び本町の指名停止を受けていない者であること。 

⑧応募者は、単独の応募法人の場合は地域法人とする。応募法人グループの場合はその

構成員に地域法人を含むこととする。地域法人とは、隠岐の島町内に事業所を置く又



9 

は置こうとする者とする。   

 

３）参加資格確認基準日 

参加資格確認基準日は、別に定めるものを除き、提案書の受付日とする。参加資格確

認基準日の翌日から本町による優先交渉権者の決定日までの間、提案者が参加資格を欠

くに至った場合、町は当該提案者を審査対象から除外する。 

 

（４）事業者との契約手続き等 

 １）契約手続き 

本町は、優先交渉権者と基本協定を締結する。その後、優先交渉権者が設立した特別目

的会社（以下、「SPC」という。）と EOI 協定及び実施契約等を締結する。 

なお、任意業務は、EOI 協定締結後であれば実施契約等を待たずに実施可能なものと

する。この場合、先行する部分を提案書内で明らかにすること。先行して実施可能な任意

業務の条件は公募時に示す。 

 

 ２）参加資格を欠く行為等があった場合の取り扱い 

基本協定締結日以降、実施契約等の締結日までの間、事業者が参加資格を欠くに至った

場合には、本町は事業者と実施契約等を締結しない場合がある。 

 

３）EOI 業務期間中における契約の解除等 

EOI 業務期間中の意見交換や工事期間中に、事業者が予定する事業を実施することが

困難であることが明らかとなった場合等において、事業者及び本町は協議のうえ EOI 協

定の解除並びに実施契約等を締結しないことが可能である。ここでいう提案内容の実現

が困難であることが明らかとなった場合とは、本町が公開している情報からは知りえない

事由により、提案書に記載した内容を実現することが不可能であることが明らかとなっ

た場合とする。本町及び事業者は、誠意を持って EOI 業務に取り組み、EOI 協定の解除

並びに実施契約等を締結しないことがないよう努めるものとする。 

その他事由により EOI 協定の解除及び実施契約を締結しない場合において、その事由

が事業者によるものの場合、事業者は本町が被った損害を賠償する場合がある。  
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３．事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

（１）基本的な考え方 

  運営業務における業務遂行上の責任は原則として事業者が負うものとする。ただし、本

町が責任を負うべき合理的な理由があるものについては、本町が責任を負うものとする。 

  維持管理・保全業務における業務遂行上の責任は、実施契約等に規定する維持管理・保

全業務の仕様書に記載する役務の提供を行っていない場合は事業者が負うものとする。 

 

（２）予想されるリスクと責任分担 

  予想されるリスク及び本町と事業者の責任分担は、実施契約等で規定する。 

  また、実施契約等締結前のリスクについては、EOI協定で規定する。 

 

（３）モニタリング等 

本町は、事業者による業務の実施状況及び事業者の経営状況の把握等を目的に、モニタ

リングを行う。具体的な内容は公募時に公表するモニタリング基本計画（案）に示す。 

 

１）モニタリングの内容及び実施主体 

事業者は、事業者が自ら実施するモニタリング（以下、（「セルフモニタリング」という。）

を実施し、その内容を定期的に本町に報告する。 

本町は、事業者の実施する業務について定期的に確認を行うとともに、事業者の経営

状況及び運営権設定施設の利用状況についてモニタリングを行う。 

本町と事業者が共同で第三者機関を設置し、客観的な立場から本事業に対する評価、

アドバイス等を求める。 

 

２）モニタリングの費用負担 

セルフモニタリングにかかる費用は、事業者が負担する。 

本町が実施するモニタリングに係る費用は本町が負担する。但し、本町が要求する事

業者が所有する資料の提出に要する費用については、事業者が負担する。 

第三者機関が実施するモニタリングに係る費用は本町と事業者が共同で負担する。 

 

３）是正措置 

要求水準の未充足を抑止するために、是正措置を設ける。 

 

（４）運営権の処分制限 

事業者は、本町の書面による事前の承認を得ることなく、運営権、実施契約等上の地位

及び本事業について本町との間で締結した一切の契約上の地位、並びにこれらの契約に

基づく権利及び義務について、譲渡、担保提供その他の方法による処分を行うことはでき
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ない。 

ただし、事業者は PFI 法第 26 条第 2 項に基づく本町の許可をあらかじめ得た場合は、

運営権を譲渡することができる。本町が当該許可を行うにあたっては、新たに運営権者と

なる者に対し、事業者選定時と同等程度の審査を行う。 

なお、本町は当該許可を行うときはPFI 法第 26条第 4項に基づき、あらかじめ議会の

議決を経た上でこれを行うこととする。また、運営権に抵当権が設定されている場合は、

処分に当たっては PFI 法第 26 条第 6項に基づき、抵当権者の同意が必要となる。 
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４．公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

（１）業務対象施設 

  本事業の業務対象施設は、以下のとおりである。 

  運営権設定施設は、民間商業施設（１階部分）とする。屋外敷地については、運営権設

定施設と一体で使用する場合には、使用する範囲と使用方法を提案するものとし、恒常的

に使用する範囲は実施契約等の締結時に、一時的に使用する範囲はその都度本町と事業

者との協議により決定する。 

  交流施設の予定機能は、福祉連携を備えた多世代交流機能である。 

 

施設名称 大社エリア交流・民間商業施設 

所在地 島根県隠岐郡隠岐の島町中町目貫の四 

敷地面積 470 ㎡ 

延床面積及び用

途 

約 400 ㎡（維持管理・保全業務の対象範囲） 

・１階 約 200 ㎡（商業施設：運営権設定施設） 

・２階 約 200 ㎡（（交流施設：業務委託契約により運営業務を別途発

注する） 

商業施設及び交流施設の規模は、今後変更となることがある。 

都市計画区域 非線引き都市計画区域内 

用途地域 白地地域 

容積率、建蔽率 容積率：200%、建蔽率:70% 

その他地域地区 なし 

イメージ図  

 

商業施設及び交流施設の規模は、今後変更となることがある。 

※運営業務における屋外空間の活用は必須ではない。 

 

（２） 関連事業等 

  現在、本町は令和 3年度に実施した「西郷港周辺デザインコンペ」で選定した「隠岐の

島〈アイノマ〉ゲート」に基づき西郷港周辺まちづくり事業を進めているところである。 

応募者に、同事業の検討資料を開示する。 

運営業務範囲 

EOI 業務範囲 

維持管理・保全 

業務範囲 
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５．公共施設運営権等実施契約に関する事項 

（１）公共施設運営権等実施契約に定めようとする事項 

 本町と事業者が締結する実施契約等に定める主な事項は次のとおりとする。 

①総則 

②公共施設等運営権の設定 

③運営業務 

④維持管理・保全業務 

⑤利用料金の設定及び収受等 

⑥公共施設等運営権の処分 

⑦契約期間及び契約満了に伴う措置 

⑧契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置 

⑨法令変更 

⑩不可抗力 

 

（２） 事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 

  実施契約等及び付帯する事業計画等の解釈等について疑義が生じた場合、本町と事業

者は誠意をもって協議するものとし、協議が整わない場合、事業者は実施契約等に規定す

る具体的措置に従うものとする。 

 

６．事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

（１）本事業の継続が困難となった場合の措置 

１）事業者の事由による実施契約等の解除 

①解除事由 

 ア 本町は、事業者の責めに帰すべき事由により実施契約等の履行が不能になったと

き等、実施契約等に定める一定の事由が生じたとき、催告を経ることなく実施契約

等を解除することができる。 

 イ 本町は、事業者がその責めに帰すべき事由により実施契約等に記載される義務を

履行しないとき等、実施契約等に定める一定の事由が生じたとき、事業者に対して

是正勧告を行い、一定期間内に是正策の提出・実施を求めたうえで、事業者が当該

期間内に是正することができなかったときは、解除事由を記載した書面を送付する

ことにより、直ちに実施契約等を解除することができる。詳細は、実施契約等に規

定する。 

②解除の効果 

 ア 本町は、実施契約等の解除に伴い事業者の運営権を取り消す。 

 イ 本町は事業者に損害賠償を請求することができる。 

 ウ 本町は、実施契約等を解除した場合、払い込み済み運営権対価について、本事業

の実施期間によらず返金しない。 
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２）本町の事由による実施契約等の解除又は終了 

①解除又は終了の事由 

 ア 本町は、実施契約等を継続する必要がなくなった場合又はその他本町が必要と認

める場合には、事業者に対し 6か月以上前に通知することにより、実施契約等を解

除することができることとする。 

 イ 事業者は、本町の責めに帰すべき事由により、一定期間本町が実施契約等に記載

される義務を履行しない場合、又は事業者による実施契約等の履行が不能となった

場合は実施契約等を解除できることする。 

 ウ 本町が、運営権設定施設の所有権を有しなくなったときは、実施契約等を終了す

る。 

 

②解除の効果 

 ア 本町は、実施契約等を解除する場合、事業者の運営権を取り消す。また、本町が

運営権設定施設の所有権を有しなくなったことにより実施契約等を終了する場合、

運営権は消滅する。 

 イ 本町は、事業者に対し、事業者に生じた損害を賠償するものとする。但し、事業

者の責めに帰する事由により生じた損害がある場合は、本町の支払額からこれを控

除する。 

 ウ 本町は、実施契約等を解除した場合、払い込み済み運営権対価のうち、それまで

の期間に相当する運営権対価を差し引いた額を一括で支払うこととする。 

 

３）不可抗力により本事業の継続が困難となった場合の措置 

①解除または終了の事由 

 ア 不可抗力を原因として本町及び事業者の協議において、本事業の復旧スケジュー

ルを決定することができない場合、又は復旧スケジュールに基づく本事業の再開が

不可能若しくは著しく困難であることが判明した場合、本町は実施契約等を解除す

る。 

 イ 不可抗力を原因として運営権設定施設が滅失したときは、実施契約等を終了す

る。 

②解除または終了の効果 

 ア 不可抗力を原因として実施契約等を解除する場合、事業者は、本町の選択に従い運

営権の放棄又は本町の指定する者に対する無償譲渡を行うこととし、当該不可抗力

により本町及び事業者に生じた損害は各自が負担し相互に損害賠償は行わないこと

とする。 

 イ 本町は、実施契約等を解除した場合、払い込み済み運営権対価のうち、それまでの

期間に相当する運営権対価を差し引いた額を一括で支払うこととする。 

 ウ 不可抗力を原因として運営権設定施設が滅失したときは、運営権は消滅する。 
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７．法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

（１）法制上及び税制上の措置に関する事項 

  事業者が本事業を実施するにあたり、法令の改正等により法制上及び税制上の措置が

適用されることとなる場合は、当該措置を適用する。 

 

（２）財政上及び金融上の支援に関する事項 

  事業者が本事業を実施するにあたり、財政上及び金融上の支援を受けることができる

可能性がある場合は、本町はこれらの支援を事業者が受け取ることができるよう努める

ものとする。 

 

（３）その他の支援に関する事項 

  本町は、事業者が本事業の実施に必要な許認可等を取得する場合、可能な範囲で必要な

協力を行うものとする。 

 

８．その他 

（１）議会の議決 

  運営権の設定に関しては、隠岐の島町議会定例会に議案の提出を予定する。 

 

（２）応募に伴う費用負担 

  応募者の公募型プロポーザル参加に係る費用は、すべて応募者の負担とする。 

 

（３）EOI に係る費用負担 

  EOI による意見交換等に必要な費用は、すべて応募者の負担とする。 

 

（４）EOI に係る情報公開 

  EOI による意見交換内容は、今後予定される建設工事や事業の透明性・公平性を担保

するため、随時情報を公開する。 

  

 


